
N O R T H

No.17

2008年12月

特集：農業経営基盤強化準備金に係る証明の申請について

担い手
（認定農業者等）

○確定申告書
○証明書 など

税務署

○証明申請書
○交付決定通知書
○農業経営改善計画 など

○証明書

証明書の交付

証明書を添付
して確定申告

２月１３日（金）頃までに
提出して下さい。

証明書を申請

農業経営の発展を
税制特例がお手伝い

北海道農政事務所

平成２０年分の確定申告書
の提出期限は、平成２１年
３月１６日（月）です。



農業経営基盤強化準備金とはどのような制度ですか？

農業者が、水田・畑作経営所得安定対策や米政策改革推進対策などの交

付金や補助金を受領した場合、受領した金額は、確定申告の際「収入金

額」に含めて計算し、所得（法人）税の課税対象となります。

しかし、認定農業者などの担い手が、作業の効率化や規模拡大などの経

営発展を図るために、農用地や農業用機械・施設を購入しようとする場合、

将来の購入費用に充てるため、受領した交付金や補助金を実際に購入する

まで貯めておく（積み立てる）こととし、このことを確定申告の際、「農

業経営基盤強化準備金」の証明書を添付して申告すると、積み立てた準備

金の金額を、「必要経費」として扱い課税所得を減額することができます。

また、受領した交付金等を積み立てずにその年に農用地や農業用機械・

施設の購入に充てたり、積み立てておいた準備金を５年以内に取り崩して、

計画どおり、農用地や農業用機械・施設を購入した時は、圧縮記帳という、

税制の特例が適用できます。

このように、農業経営基盤強化準備金制度とは、認定農業者などの経営

改善を支援する税制の特例措置です。

農用地や農業用機械・施設を取得した場合、

以下の金額の合計額の範囲内で圧縮記帳でき

ます。

①準備金取崩額

②受領した交付金等の額

１１ １１
２２

１１

２２
３３

１年目

： 積み立てた準備金

１１

２２
３３ 取り崩す

５５

交付金等を準備金として積み立てた

場合、この積立額の範囲内で

① 個人は必要経費算入

② 法人は損金算入できます。

（積み立てない場合は課税対象）

準備金の積立て

２年目 ３年目 ４年目 ５年目

交付金等を投資に振り向け、経営発展！

交付金等を準備金
として積み立てず
そのまま用いる４４

農用地や農業用機械・施設の取得

注： 積立てから５年を経過したものは、順次、総収入金額（益金）に算入されます。

農業経営基盤強化準備金の活用イメージ
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どのような交付金が対象となりますか？

以下の交付金や補助金が対象になります。

①水田・畑作経営所得安定対策関係の交付金（固定払、成績払など）

②米政策改革推進対策関係の交付金や補助金（産地づくり交付金など）

③農地・水・環境保全向上対策の交付金

それぞれの交付決定通知書の「写し」をご提出下さい。

（８）営農活動支援交付金 「平成●年分における農地・水・環境保全

（地方公共団体がこれと一体的に交付 向上対策交付金のうち営農活動支援交付 活動組織

するものを含む。） 金の配分額の通知について」

●農地・水・環境保全向上対策 提出書類 発行機関

地域水田農業推進

協議会

「平成●年度耕畜連携水田活用対策事

業費補助金の支払額の通知について」

（７）耕畜連携水田活用対策事業費補助金
（取組面積助成事業に係るもの）

地域水田農業推進

協議会

「平成●年度水田農業構造改革交付金

（産地づくり対策）に係る助成金額の通知

について」

（６）水田農業構造改革交付金

地域水田農業推進

協議会

「平成●年度麦・大豆品質向上対策費補

助金（H● ●●分）に係る助成金額の通

知について」

（５）水田農業構造改革補助金
（麦・大豆品質向上対策費補助金）

発行機関提出書類●「米政策改革推進対策」関係交付金等

北海道担い手育成

総合支援協議会

「平成●年度担い手経営革新促進事業
に係る助成額の通知について」

（４）担い手経営革新促進交付金

「平成●年度農業の担い手に対する経営安定
のための交付金の交付に関する法律に基づく
交付金の交付決定通知書」

（３）収入減少影響緩和交付金

「平成●年度農業の担い手に対する経営安定
のための交付金の交付に関する法律に基づく
交付金の交付決定通知書」

（２）生産条件不利補正交付金
（毎年の生産量・品質に基づく交付金） 農林水産省

「平成●年度農業の担い手に対する経営安定
のための交付金の交付に関する法律に基づく
交付金の交付決定通知書」

（１）生産条件不利補正交付金
（過去の生産実績に基づく交付金）

発行機関提出書類
●「水田・畑作経営所得安定対策（品目横
断的経営安定対策）」関係交付金

交付決定日が、確定申告の対象期間内（＊）であることを確認して下さい。
＊１ 確定申告の対象期間は、個人の場合は、平成20年の場合、平成20年１月１日から12月31日（法人
の場合は、事業年度内）。

＊２ 個人の場合、正規の簿記による記帳（発生主義）の場合は、交付決定日が12月31日までであれば
対象となりますが、現金主義による記帳の場合は、交付決定日ではなく、交付金が支払われた日が
12月31日までであることが必要です。

農業経営基盤強化準備金として活用できる交付金や補助金

２



農業経営基盤強化準備金の対象者は？

認定農業者、特定農業法人、特定農業団体その他の集落営農組織（＊）で

あって、青色申告で確定申告を行っている方が対象です。

（＊集落営農組織では、法人課税の場合に限られます。）

交付金等の交付対象者であり、青色申告により確定申告を行う担い手が対象です。

認定農業者（農業生産法人）認定農業者（農業生産法人）

特定農業法人特定農業法人

特定農業団体その特定農業団体その

他の委託を受けて他の委託を受けて

農作業を行う組織農作業を行う組織

（法人課税）（法人課税）

認定農業者（個人）認定農業者（個人）

○ 対象となる場合○ 対象となる場合

※※ 構成員は対象になりません。構成員は対象になりません。※※ 構成員は対象になりません。構成員は対象になりません。

特例の申請特例の申請

特例の申請特例の申請

特例の申請特例の申請交付金等交付金等

※ 準備金を積み立てている特定農業団体等が法人化した場合、積み立てている農業経営基盤強化準備
金は、法人へ承継することはできず、益金に算入することとなります。したがって、法人化の際には、事前
に積み立てていた準備金を活用して資産を取得し、新設法人に売り渡す等の対応を計画的に行うことが
重要です。

交付金等交付金等

認定農業者（農業生産法人）認定農業者（農業生産法人）
特定農業法人特定農業法人

構成員構成員

構成員に分配構成員に分配

特定農業団体その特定農業団体その
他の委託を受けて他の委託を受けて
農作業を行う組織農作業を行う組織
（構成員課税）（構成員課税）

課税主体とならない任意課税主体とならない任意
組織は、特例の対象では組織は、特例の対象では

ありません！！ありません！！

構成員構成員

構成員に分配構成員に分配

交付金等の交付対交付金等の交付対
象ではない象ではない構成員構成員
はは、、特例の対象では特例の対象では
ありません！！ありません！！

× 対象とならない場合× 対象とならない場合

３



どのような農用地や農業用機械・施設が対象となりますか？

農業経営改善計画などで、取得予定であることがあらかじめ記載されて

いるものが対象です。

（記載されていない場合は対象になりませんので、農業経営改善計画を変

更して下さい。）

それぞれの担い手の形態に応じた以下の計画に、農用地や農業用機械・施設の農業用固

定資産が記載されていることが要件です。

（計画に記載されていない農用地や農業用機械・施設を取得しようとする場合には、取得する

前に計画の変更が必要です。）

○認定農業者（個人・農業生産法人）

⇒ 農業経営改善計画（農業経営基盤強化促進法第１２の２第２項に規定する計画）

○特定農業法人（認定農業者を除く）

⇒ 農業経営改善計画と同様の計画

（農業経営基盤強化促進法施行規則第２３条第１項第５号ロに掲げる計画）

○集落営農組織（特定農業団体）

⇒ 農業生産法人化計画

（農業経営基盤強化促進法施行令第５条第２号に規定する計画）

○集落営農組織（特定農業団体を除く）

⇒ 農業生産法人化等計画書

（水田・畑作経営所得安定対策実施要領様式第１９号）

（１）積み立ての場合

農業経営改善計画などに増加を予定する農用地や増加もしくは更新を予定する農業用

機械・施設として記載されているもの

（２）取得の場合

農業経営改善計画などに増加を予定する農用地や増加もしくは更新を予定する農業用

機械・施設として記載され、平成２０年１月１日から１２月３１日までの間（法人の場合は事

業年度内）に取得したもの

※ 対象となる農業用機械・施設は財務省が定める「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の

別表第二の「農業用設備」及び別表第一の「構築物」の農業用のものに該当するものとなりますが、

個人の方の場合、平成２０年分の申告にあたっては、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」

の旧別表第七「農林業用減価償却資産の耐用年数表」に記載されているもののうち、農業用のも

のとなります。

なお、上記の別表第二、別表第一及び旧別表第七については、以下の北海道農政事務所ホー

ムページの「農業経営基盤強化準備金について」のコーナーに掲載していますのでご覧下さい。

http://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/keieiantei/

特例の適用を受けるための計画（農業経営改善計画など）特例の適用を受けるための計画（農業経営改善計画など）特例の適用を受けるための計画（農業経営改善計画など）

対象となる農用地や農業用機械・施設対象となる農用地や農業用機械・施設対象となる農用地や農業用機械・施設

４



農業経営基盤強化準備金を利用するための手続きを教えて下さい

「農業経営基盤強化準備金」制度を利用するためには、農林水産大臣の証明書を

添付して確定申告をする必要があります。

「農林水産大臣の証明書」は、北海道農政事務所で交付していますので、平成

２１年２月１３日（金）頃までに、お近くの北海道農政事務所地域課に申請書を提

出して下さい。

＊ 証明書の申請用紙は、北海道農政事務所や農政事務所地域課に備え付けている

ほか、以下ホームページの「農業経営基盤強化準備金について」のコーナーから

もダウンロードできます。 http://www.maff.go.jp/hokkaido/suishin/keieiantei/

○６．取得した農用地や農業用機械・施設の領収

書等

○○５．貸借対照表等の財務諸表 （※）

４○○４．特例の適用を受けるための計画（農業経営

改善計画など）

２○○

３．交付金等の交付決定通知書等

（各交付金や補助金に関する積立年（事業年度）

のもの）

積立 ７．８

取得 １１．１２
○○２．準備金に関する計画書兼実績報告書

（別記様式第５号）

積立 ６

取得 １０
○

（別記様式第３号）

○
（別記様式第１号）

１．証明申請書

（別記様式第１号）または（別記様式第３号）

参 照

ページ

取得時の証明の
申請書類

積立時の証明の
申請書類

※ ２回目以降の証明申請の場合であって、前年から繰り越された準備金がある場合に必要な書類です。

繰り越された（積み立てた）準備金額を証明していただくため、昨年の確定申告時に税務署へ提出した下

記の（１）、（２）もしくは使用した（３）のいずれかの書類を提出して下さい。

（１） 個人の場合： 農業経営基盤強化準備金の必要経費算入及び認定計画に定めるところに従い取得

した農用地等に係る必要経費算入に関する明細書

法人の場合： 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得し

た農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書

（２）青色申告決算書

（３）貸借対照表

（平成２１年２月１３日（金）頃までにお近くの北海道農政事務所地域課に提出して下さい）

次のページから始まる記載方法を読んで提出して下さい

申 請 書 類

５



（別記様式第１号）

農業経営基盤強化準備金に関する証明申請書

平成２１年１月１５日

農林水産大臣 殿

住所又は所在地 東京都千代田区霞が関１－２－１
屋号又は法人名 農林水産省農園
氏名又は代表者氏名 農林 太郎 （印）

第24条の２第１項（個人）
租税特別措置法 第61条の２第１項（法人） に規定する農業経営基盤

第68条の64第１項（連結親法人等）
強化準備金の適用を受けるため、下記１の年分等において、下記２の金額が同項第１号

に規定する金額に該当する旨証明願いたく申請します。

記

１．適用を受けようとする年分等 ２０

２．認定計画又は認定計画等に記載された農用地等の取得に充てるための金額

３，１００，０００ 円

※証明書番号
※証明年月日

準備金を積み立てるとき・・・別記様式第１号の記載方法

以下の事柄について記入し

て下さい。

個人の方の場合
・住所
・屋号
・氏名（押印）

法人、連結親法人等の場合
・所在地
・法人名
・代表者名（法人印を押印）

法人は、適用を受けようとす
る事業年度
連結親法人等は、適用を受
けようとする連結事業年度
を記入します。
別記様式第５号の「適用を

受けようとする年分等」欄と一
致させて下さい。

郵送希望

証明書の受け取りを

郵送で希望される方は、
左上に「郵送希望」と記
入して下さい。

準備金として積み立てようと
する金額を円単位で記入して
下さい。
別記様式第５号の「準備金と
して積み立てる金額」欄と一致
させて下さい。
例) ２０年分について適用を受
けようとする場合は、別記様
式第５号の【8】(積立年)欄の
２０年の【11】（積み立てる金
額）から転記して下さい。

提出月日を記
入して下さい。

該当する条文を○で
囲んで下さい。

その他、備考をよくお読みの上、作成して下さい。

６



住所又は所在地： 東京都千代田区霞が関１－２－１

電話番号：　（０３）３５０２－８１１１

（平成　　年　月　日～平成　　年　月　日）

（印）

１．農用地等の取得計画

取得する農用地等の種類 1

属性（面積、型式・性能等） 2

数量 3

所要額（円） 4

取得予定年 5 平 平 平 平 平 平

変更の理由 6

合計所要額（円） 7

２．農業経営基盤強化準備金の積立計画及び積立実績

平

平

平

平

平

平

３．農用地等の取得実績

取得した農用地等の種類 16

属性（面積、型式・性能等）17

数量 18

取得額（円） 19

20

21

取得年 22 平 平 平 平 平 平

23,808,000

1,870,000

03,030,000

1,870,000

0

0

3,200,000

890,000

3,030,000

9,120,000

0

1,870,000

0

0

0

9,120,000

0

1,870,000

0

9,120,000

2,970,000

3,100,000

3,050,000

0

0

1,870,000

2,970,000

3,100,000

3,050,000

3,200,000

2,760,000

0

2,970,000

6,070,000

2,970,000

6,070,000

9,120,000

0

0

0

0

0

24

20

21

22

23

19

8 12

交付金等受領額
期首準備金残
高見込み（残

高実績）

11109

積立年 準備金取崩額

18,000,000 899,000 4,909,000

22 23 24

1.2ha
貯蔵量
90俵

４条刈
33PS

1 1 1

うち準備金として積み立て
られなかった金額（円）

うち準備金取崩額（円）

農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼実績報告書

提出年月日：平成21年1月15日

適用を受けようとする年分等：20

屋号又は法人名　農林水産省農園

氏名又は代表者氏名　農林　太郎

農用地 低温貯蔵庫 自脱型コンバイン

準備金として
積み立てる金
額（積み立て

た金額）

期末準備金残
高見込み（残

高実績）

151413

準備金として積
み立てられない
金額（積み立て
られなかった金

額）

準備金取崩額の
うち農用地等の
取得に充てる金
額（充てた金

額）

農用地等の取得に充てる金額
（充てた金額）

準備金を積み立てるとき・・・別記様式第５号の記載方法

以下の計算が合っているか提出前に確認して
下さい。
・【９】+【11】－【12】＝【15】
・【15】＝次年度の【９】
・【10】≧【11】＋【14】
・【9】≧【12】≧【13】

【４】、【５】、【１２】、【１３】及び【１４】の整合性を
取って下さい。

（例） 平成21年に、積立金５０万円を取り崩
し、２１年に受領する交付金５０万円との
合計で百万円の機械を取得予定
【4】1,000,000円→２１年の【12】500,000
円、【13】500,000円、
【１４】500，000円、【５】２１年となってい
れば整合が取れています。

適用を受けようとする年分等は、
○ 個人の方は、年分
○ 法人は、事業年度
○ 連結親法人等は、連結事業年度
を記入します。
また、法人及び連結親法人等は適用を受

けようとする年分等の下に、適用を受けよう
とする事業年度又は連結事業年度の事業
期間を記入して下さい。

以下の事柄について記入して下さい。
（電話番号は、可能な限り、日中連絡の
取れる番号を記入して下さい。）

個人の方の場合
・住所
・屋号
・氏名（押印）

法人、連結親法人等の場合
・所在地
・法人名
・代表者名（法人印を押印）

（別記様式第５号）

その他、記載要領をよくお読みの上、作成して下さい。

農業経営改善計画などの有効期間内に取

得を予定する農用地や農業用機械・施設の
農業用固定資産について記入します。
農業経営改善計画などに記載された農業

用固定資産と異なるものは記入できませんの
で、準備金として積み立てる前に農業経営改
善計画などの変更が必要です。
２回目以降の証明申請であって、取得の計

画を変更する場合は、【1】～【5】のうち該当す
る部分を修正し、【6】に変更の理由を記入し
て下さい。

農用地の場合

【２】は、農業経営改善計画などの目標に記
載された所有地と借入地 の合計面積の範囲
内です。

農業用機械・施設の場合

【１】に記入できる農業用機械・施設は、農
業経営改善計画などの「機械・施設名」欄
に記載されていることが必要です。

【２】と農業経営改善計画などの型式、性
能等は概ね一致する（性能面では±２割以
内）ことが必要です。

【３】が農業経営改善計画などの目標の
台数の範囲内であることが必要です。

【５】が農業経営改善
計画等の有効期間
内であること。

【４】の合計額
と一致します。

この金額の範
囲で積立がで
きます。

７ ８



 
 

農業経営改善計画認定申請書 
年  月  日

            殿 
                 申請者住所 
                    
                    氏名<名称・代表者> 

㊞

年  月  日生（  歳）

<法人設立年月日  年  月  日 設立>
 
 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 12条第１項に基づき、次の農業
経営改善計画の認定を申請します。 

農 業 経 営 改 善 計 画 

①目標とする営農類型  

②経営改善の方向の概要  

現   状 目  標（  年） 
作目・部門名 作付面積(a) 

飼 養 頭 数 生 産 量 作付面積(a) 
飼 養 頭 数 生 産 量 

     

③ 
農

業

経

営

規

模

の

拡

大

に

関

す

る

目

標 

経営面積合計     

 
 

（参考） 農業経営改善計画等との関係について

区 分 地  目 所 在 地 
(市町村名) 現状（ａ） 目標（ 年）（a） 

所有地     

経 
 
営

 
 
耕

 
 
地 

借入地     

作  目 作  業 現状（ａ） 目標（ 年）（a） 

    

単  純  計   

作 
 
業 
 
受 
 
託 

換  算  後   

事 業 名 内  容 現  状 目 標（ 年） 

③

農

業

経

営

規

模

の

拡

大

に

関

す

る

目

標 

附
帯
事
業 

関
連
・ 

そ
の
他
の     

型式、性能、規模等及びその台数 
機 械 ・ 施 設 名 

現  状 目 標（ 年） 機 
 
械 
・ 
施 
 
設 

   

現   状 目  標（ 年） 
利
用
条
件 

農
用
地
の 

  

作目・部門名 現   状 目 標（ 年） 

   

④

生

産

方

式

の

合

理

化

に

関

す

る

目

標 合
理
化
の
方
向 

作
目
・
部
門
別    

ここに記載してある面積の範囲

内で準備金を活用することができ
ます。
したがって、準備金を積み立て
る際、別記様式第5号の「１．農用
地等の取得計画」は、目標の欄の
範囲内の面積となります。

ここに記載されている台数の範

囲内で準備金を活用することがで
きます。
したがって、準備金を積み立て
る際、別記様式第5号の「１．農用
地等の取得計画」は、以下の①か
ら③の全ての要件を満たす必要
があります。
① 機械・施設名の欄に記載さ
れているもの
② 目標の欄に記載されている
型式、性能、規模等と概ね同
等
③ 目標の欄に記載されている
台数の範囲内

農用地の場合

農業用機械・施設の場合

農業経営基盤強化準備金の対象となる農用地や農業用機械・施設は農業経営改善計画などにあら

かじめ記載されているものです。ここでは農業経営改善計画を例にとって説明します。

９



（別記様式第３号）

農用地等を取得した場合の証明申請書

平成２５年１月１５日

農林水産大臣 殿

住所又は所在地 東京都千代田区霞が関１－２－１
屋号又は法人名 農林水産農園
氏名又は代表者氏名 農林 太郎 （印）

第24条の３第１項（個人）
租税特別措置法 第61条の３第１項（法人） に規定する農用地等を取

第68条の65第１項（連結親法人等）
取した場合の課税の特例の適用を受けるため、下記１の年分等において、下記２の金額
が同項第１号ロに規定する金額に該当する旨及び下記３の農用地等が同項に規定する取
得又は製作若しくは建設をした農用地等に該当する旨証明願いたく申請します。

記

１．適用を受けようとする年分等 ２４

２．交付金等のうち下記３の農用地等の取得に充てるために、農業経営基盤強化準備金
として積み立てられなかった金額

３，０３０，０００ 円

３．取得又は製作若しくは建設をした農用地等

農用地等の種類 取得等年月日 農用地等の取得額

１ 自脱型コンバイン ． ． ４，９０９，０００ 円24 12 24

２ 円

３ 円

※証明書番号
※証明年月日

農用地等を取得したとき・・・別記様式第３号の記載方法

法人は、適用を受けようと

する事業年度
連結親法人等は、適用を受
けようとする連結事業年度
を記入します。
別記様式第５号の「適用を

受けようとする年分等」欄と
一致させて下さい。

別記様式第５号の「２．農

業経営基盤強化準備金の積
立計画及び積立実績」と一致
します。
例） ２４年分について適用を

受けようとする場合は、別記
様式第５号の
① 【8】が２４年である【14】
② 【22】が２４年である【21】
と一致します。

取得した農用地等につい

て記入します。別記様式第５
号の「３．農用地等の取得実
績」と一致します。
例） ２４年分について適用を

受けようとする場合は、農
用地等の種類が別記様式
第５号の【16】と、取得額が
【19】と一致します。

郵送希望

証明書の受け取りを

郵送で希望される方は、
左上に「郵送希望」と記
入して下さい。

提出月日を記
入して下さい。

該当する条文を○で囲
んで下さい。

６ページを参照
して下さい。

その他、備考をよくお読みの上、作成して下さい。

１０



住所又は所在地： 東京都千代田区霞が関１－２－１

電話番号：　（０３）３５０２－８１１１

（平成　　年　月　日～平成　　年　月　日）

（印）

１．農用地等の取得計画

取得する農用地等の種類 1

属性（面積、型式・性能等）2

数量 3

所要額（円） 4

取得予定年 5 平 平 平 平 平 平

変更の理由 6

合計所要額（円） 7

２．農業経営基盤強化準備金の積立計画及び積立実績

平

平

平

平

平

平

３．農用地等の取得実績

取得した農用地等の種類 16

属性（面積、型式・性能等）17

数量 18

取得額（円） 19

20

21

取得年 22 平 平 平 平 平 平

23,808,000

890,000 3,030,000

22 23 24

17,000,000 899,000 4,909,000

9,120,000 　　　0 1,870,000

1.1ha
貯蔵量
90俵

４条刈
36PS

1 1 1

1,870,000

0

農用地 低温貯蔵庫 自脱型コンバイン

3,030,000

1,870,000

0

0

3,200,000

890,000

3,030,000

9,120,000

0

1,870,000

0

0

0

9,120,000

0

1,870,000

0

9,120,000

2,970,000

3,100,000

3,050,000

0

0

1,870,000

2,970,000

3,100,000

3,050,000

3,200,000

2,760,000

0

2,970,000

6,070,000

2,970,000

6,070,000

9,120,000

0

0

0

0

0

24

20

21

22

23

19

8 12

交付金等受領額
期首準備金残
高見込み（残

高実績）

11109

積立年 準備金取崩額

18,000,000 899,000 4,909,000

22 23 24

1.2ha
貯蔵量
90俵

４条刈
33PS

1 1 1

うち準備金として積み立て
られなかった金額（円）

うち準備金取崩額（円）

3,200,000

農業経営基盤強化準備金に関する計画書兼実績報告書

提出年月日：平成25年1月15日

適用を受けようとする年分等：24

屋号又は法人名　農林水産省農園

氏名又は代表者氏名　農林　太郎

農用地 低温貯蔵庫 自脱型コンバイン

準備金として
積み立てる金
額（積み立て

た金額）

期末準備金残
高見込み（残

高実績）

151413

準備金として積
み立てられない
金額（積み立て
られなかった金

額）

準備金取崩額の
うち農用地等の
取得に充てる金
額（充てた金

額）

農用地等の取得に充てる金額
（充てた金額）

農用地等を取得したとき・・・別記様式第５号の記載方法

農業経営改善計画などの有効期間内の予定

について記入して下さい。
申請時に既に経過している年分（事業年度、

連結事業年度）については、実績を記入します。
例）２４年分の申請時には、２３年分までは、実績
を記入します。
以下の計算が合っているか提出前に確認して

下さい。
・【９】+【11】－【12】＝【15】
・【15】＝次年度の【９】
・【10】≧【11】＋【14】
・【9】≧【12】≧【13】

取得した農用地等について記入します。

また、別記様式第３号と一致します。
なお、「２．農業経営基盤強化準備金の積立

計画及び積立実績」と一致します。
例） 【22】が２４年の場合、【8】が２４年の【13】は
【20】と、【14】は【21】と一致します。

（別記様式第５号）

☆添付書類
農用地等を取得したことを証する書類

農用地・・・売買契約書、領収書等
農業用機械・施設・・・領収書、仕様書等

その他、記載要領をよくお読みの上、作成して下さい。

農業経営改善計画などの有効期間内に取
得を予定する農用地や農業用機械・施設の
農業用固定資産について記入します。
農業経営改善計画などに記載された農業

用固定資産と異なるものは記入できませんの
で、農業経営改善計画などの変更が必要で
す。
２回目以降の証明申請であって、取得の計

画を変更する場合は、【1】～【5】のうち該当す
る部分を修正し、【6】に変更の理由を記入し
て下さい。

【17】が、農業経営改善計画などの目標の
所有地と借入地の合計面積の範囲内である
ことが必要です。
（上下２割以内の差は概ね同様のものとみ
なします。上下２割を超える差異がある場合
は、原則として、農業経営改善計画など、別
記様式第５号の変更が必要です。しかし、市
場価格の変動など、ご本人の責に期さない
事情等がある場合は、【２】～【５】のうち該当
する部分を修正し、【６】に変更の理由（市場
価格の変動など）を記入して下さい。）

【16】が農業経営改善計画などの「機械・
施設名」欄に記載されていることが必要です。

【17】と農業経営改善計画などの型式、性
能等が概ね一致し、【18】が農業経営改善計

画などの目標の台数の範囲内であることが
必要です。（（上下２割以内の差は概ね同様
のものとみなします。上下２割を超える差異
がある場合は、原則として、農業経営改善
計画など、別記様式第５号の変更が必要で
す。しかし、市場価格の変動など、ご本人の
責に期さない事情等がある場合は、【２】～
【５】のうち該当する部分を修正し、【６】に変
更の理由（市場価格の変動など）を記入して
下さい。）

【４】の合計額
と一致します。

農用地の場合

農業用機械・施設の場合

適用を受けようとする年分等は、
○ 個人の方は、年分
○ 法人は、事業年度
○ 連結親法人等は、連結事業年度
を記入します。
また、法人及び連結親法人等は適用を受

けようとする年分等の下に、適用を受けよう
とする事業年度又は連結事業年度の事業
期間を記入して下さい。

以下の事柄について記入して下さい。
（電話番号は、可能な限り、日中連絡の
取れる番号を記入して下さい。）

個人の方の場合
・住所
・屋号
・氏名（押印）

法人、連結親法人等の場合
・所在地
・法人名
・代表者名（法人印を押印）

【２２】が農業経営
改善計画等の有効
期間内であること。

１１ １２



農業経営基盤強化準備金制度の経理処理

農業経営基盤強化準備金の効果（モデル試算例）

（単位；万円）

※税率は総合課税を勘案し所得税率１２％で算出。
農外所得、各種控除はないものと仮定し単純化。

３７０１２０課税対象所得金額Ｇ（Ａ－Ｄ）

４４１４税額（Ｇ×１２％※）

０２５０うち農業経営基盤強化準備金繰入額Ｆ

５３０５３０うち農業経営費等Ｅ

５３０

２５０

６５０

９００

特例の適用なし

７８０必要経費金額Ｄ（Ｅ＋Ｆ）

２５０うち交付金等収入額Ｃ

６５０うち農産物販売額Ｂ

９００農業収入合計金額Ａ（Ｂ＋Ｃ）

特例の適用あり

認定農業者
農林さんの場合

積み立てた準備金の取崩額1,000万円とその年に受領した交付金等250
万円を用いて、1,500万円の農業用固定資産を取得した場合

農業経営基盤強化準備金の活用により更なる投資促進！！

固定資産の
帳簿価額
２５０万円

準備金取崩額等
１，２５０万円

固定資産の
圧縮記帳額
１，２５０万円

取得した農業用
固定資産
1,500万円

取得した固定資産を圧縮記帳し、取得に充てた準備金の取崩額と交付金等
の額の範囲内で必要経費（損金）に算入することで、準備金取崩益と交付金
等受領額と相殺

収入（益金）必要経費（損金）

５年以内に積み立てた準備金を取り崩して農業用
固定資産を取得しなかった場合

１年目に積み立てた
準備金の取崩額
２５０万円

１年目に積み立てた準備金250万円は６年目に取崩し収入（益
金）として課税対象

３０万円の納税
（２５０万円×１２％）

収入（益金）

１年間で３０万円の効果

（（ ））所有水田：９．０所有水田：９．０haha
（米：６．０（米：６．０ha,ha,麦２．０麦２．０ha,ha,大豆２．０大豆２．０haha））

農業経営基盤強化準備金制度に関する経理処理を例示すると、以下のような仕訳となります。

○○固定資産○○
固定資産圧縮損
(必要経費)

○○現金･預金○○固定資産
固定資産を
取得したとき

○○
農業経営基盤強化
準備金繰戻額
(収入)

○○
農業経営基盤
強化準備金

準備金を
取り崩したとき

○○
農業経営基盤
強化準備金

○○
農業経営基盤強化
準備金繰入額
(必要経費)

準備金を
積み立てたとき

○○
交付金等収入
(収入）

○○現金・預金
交付金等を
受領したとき

金 額科 目金 額科 目

貸 方借 方

参考１

参考２

１３



必要経費（損金）算入限度額

農産物等
販売収入
650万円

交付金収入
250万円

農業経営費
530万円

所得
1,370万円

準備金
取崩額
1,000万円

取得に充てた
金額
250万円

所得
1,370万円比較

取得した固定資産の価額が1,250万円以上で
あれば、1,250万円が限度額となります。
※ 取得した固定資産の価額が1,250万円以下の場合はその取
得価額が限度額となります。

準備金
取崩額
1,000万円

次のうち、いずれか少ない金額が農業経営基盤強化準備金の積立による必要経費（損金）算入
限度額となります。
１ 準備金として積み立てようとする金額（農林水産大臣の証明する金額）
２ その年（事業年度）の事業所得（所得）の金額

次のうち、いずれか少ない金額が固定資産取得時の圧縮記帳による必要経費（損金）算入限度
額となります。ただし、取得した固定資産の価額が上限となります。
１ 準備金の取崩額とその年（事業年度）の交付金受領額のうち固定資産の取得に
充てた金額（農林水産大臣の証明する金額）の合計額
２ その年（事業年度）の事業所得（所得）の金額

農産物等
販売収入
650万円

交付金収入
250万円

農業経営費
530万円

所得
370万円 積み立てよう

とする金額
250万円

所得
370万円

250万円が限度額となります。

比較

（１）農業経営基盤強化準備金の積立時（１）農業経営基盤強化準備金の積立時（１）農業経営基盤強化準備金の積立時

（２）農用地等の取得（圧縮記帳）時（２）農用地等の取得（圧縮記帳）時（２）農用地等の取得（圧縮記帳）時

参考３

イメージ

イメージ

１４



証明申請の提出は、最寄りの北海道農政事務所地域課へ。

農林水産省北海道農政事務所作成（平成20年12月）
〒060-0004 札幌市中央区北４条西17丁目19-6 電話 011-642-5462（農政安心ダイヤル） FAX 011-642-5509

ホームページ http://www.maff.go.jp/hokkaido/

申請先、お問い合わせ先 郵便番号 住     所 電話番号 ＦＡＸ番号

地域第一課 003-0029 札幌市白石区平和通2丁目北5-10 (011)863-6031 (011)863-6033

地域第二課 040-0032 函館市新川町25-18　函館地方合同庁舎 (0138)26-7800 (0138)26-7744

地域第三課 047-0007 小樽市港町４番３号 (0134)23-2535 (0134)23-2532

地域第四課 078-8506 旭川市宮前通東４１５５番３１　旭川地方合同庁舎 (0166)76-1279 (0166)35-9482

地域第五課 085-0006 釧路市双葉町５番６号 (0154)23-4401 (0154)23-4403

地域第六課 080-0016 帯広市西６条南7-3　帯広地方合同庁舎 (0155)24-2401 (0155)24-2420

地域第七課 090-0017 北見市高砂町２番３号 (0157)23-4171 (0157)23-5358

地域第八課 068-0825 岩見沢市日の出町２４番地９ (0126)22-3261 (0126)22-3263

地域第九課 053-0005 苫小牧市元中野町３丁目３番６号 (0144)32-5345 (0144)32-5347

地域第十課 095-0014 士別市東４条２丁目７番地２ (0165)22-3143 (0165)22-3145

地域第十一課 073-0024 滝川市東町１丁目１番９号 (0125)22-1511 (0125)22-1637

お問い合わせ先 郵便番号 住     所 電話番号 ＦＡＸ番号

音更統計・情報センター 080-0104 河東郡音更町新通8丁目5 (0155)42-2062 (0155)42-3786

池田統計・情報センター 083-0034 中川郡池田町字利別本町153-2 (015)572-2239 (015)572-2349

網走統計・情報センター 093-0078 網走市北８条西5-2-8 (0152)43-2707 (0152)43-2759

遠軽統計・情報センター 099-0403 紋別郡遠軽町１条通北４丁目2－1 (0158)42-2719 (0158)42-5249

新ひだか統計・情報センター 056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2-3-1 (0146)42-0519 (0146)43-0945

※ 所在地（地図）は、北海道農政事務所ＨＰでご案内しています
http://www.maff.go.jp/hokkaido/annai/annaizu/
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